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建設リサイクルの高度化
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令和6年12月27日 循環経済に関する関係閣僚会議決定
循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージ施策集（抜粋）



建設発生土の有効利用促進

建設発生土等の情報交換システムを一体化し、官民一体となった更なる相互有効利用のマッチングを
強化
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取組の方向性

〇再生資源である建設発生土の官民一体となった相互有効利用のマッチングを強化し、現
場内・工事間利用等の有効利用を推進。

（現状）
「コブリス・プラス」として

令和7年5月に運用開始予定

出典：一般財団法人日本建設情報総合センター資料より作成



建設発生土の有効利用促進
ヒアリングにおける関係団体や自治体からの意見
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〇関係団体や自治体のヒアリングにおいて、土質・土工期等の確認・調整や、ストックヤード
等の活用について意見あり。

ストックヤード運営事業者登録制度の本格運用を踏まえ、ストックヤード等を活用した
更なる相互有効利用のマッチング強化について検討

検討の方向性

《関係団体からの意見》
• 建設発生土の有効利用・適正利用を促進するためには、情報交換システムによる工事情報の
確認・調整に加えて、専属の担当者による現場レベルで土質、土工期等の確認・調整が必要。

• 工事間利用における土質改良プラント・ストックヤード活用の明確化が必要。

《関係自治体からの意見》

• 工事現場内での仮置き場の確保が難しいことや、双方の搬出入時期の調整が難しいことから、
直接工事間での有効利用はほとんど行われていないのが実態。

• ストックヤードや土質改良プラントを介することで、この問題を解決できると考えている。

• ストックヤードを活用するためには、ストックヤードでの長期間保管等、解決すべき課題もある。



4技術的検証等を行ったうえで、再生骨材の利用拡大の検討を実施

地域の需給等を踏まえ、再生クラッシャランの利用拡大の検討を実施
検討の方向性

建設廃棄物のリサイクル推進
ヒアリングにおける関係団体や自治体からの意見

• 建設リサイクル法で再資源化を義務付けられている品目のうち、特に再生資材の需給バランスの対策が必要とされ
ているのはコンクリート塊である。

• 再生処理施設で、コンクリート塊の受入れは多いが、再生材としての搬出先が少ないため、再生材の置場が不足しコ
ンクリート塊の受入れが出来ない。

• 建設工事において、埋戻し材と生コンクリートへの再生材利用が進めば需要の拡大に繋がると考えられる。

• 再生クラッシャラン（RC-40）の需給ギャップを埋めるため、コンクリート用再生骨材への転換が必要

• 再生骨材コンクリートの公共工事での先導的利用を期待

《関係団体からの意見》

〇関係団体や自治体のヒアリングにおいて、コンクリート塊の再生材における需給バランス
への問題意識、再生骨材コンクリートの利用拡大等について意見あり。

《関係自治体からの意見》
• CO塊などの発生が多い都市部の再生砕石の著しい低価格や地方部への出荷による地域的な圧迫が課題として業
界他から挙げられている。

• 再生砕石の利用先等の多様化は長期的な視点で取組を続ける必要があるが、その間に少しでも地域による需給バ
ランスを緩和するための短期的な取組も必要があると考える。

• コンクリート塊等から再生される再生砕石などの滞留が顕著化してきており、過年度より各関連業界から早期解決の
要望を受けている状況。

• 再生骨材コンクリートなど再生材の利用用途の拡大や近隣県と連携した広域的な資源循環の実現に向けて取り組ん
でいるところでるが、、国交省と連携して取り組むことでより早期かつ効率的に解決が図れると考える。



コンクリートの構成について

コンクリート

骨材
水セメント

粗骨材（砕石）細骨材（砂）

※上記のほかに混和材料、空気が混入される

〇コンクリートはセメント、水、細骨材（砂）、粗骨材（砕石）、混和材料から構成されている。
〇再生骨材コンクリートは、骨材として「再生骨材」を使用したコンクリート。

セメントペースト

コンクリート

細骨材

セメントペースト

粗骨材

通常のコンクリート（新規骨材※のみ使用）：セメント、水、細骨材（砂）、粗骨材（砕石）、混和材料を混合したもの

再生骨材コンクリート：セメント、水、細骨材（砂）、粗骨材（砕石）、再生骨材、混和材料を混合したもの
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（※採石場等で採取した砕石や砂のこと）

モルタル



再生骨材、再生骨材コンクリートの製造・供給

〇 「再生骨材」とは、コンクリート構造物の解体にともなって発生するコンクリート塊を原料とし
て、破砕・磨砕等の処理を行って製造するコンクリート用骨材のこと。

〇再生骨材には品質によって３種類（L,M,H）の規格にわけられている。

再生骨材
プラント

《再生骨材コンクリートの製造・供給フロー（例）》

生コン工場

再生骨材
コンクリート
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コンクリート
構造物

解体現場

使用

リサイクル

老朽化

製造

コンクリート塊

出典：コンクリート工学第45巻７号
(2007年7月）「再生骨材および再生
骨材コンクリートに関するJIS規格」
より作成

再生骨材L 再生骨材M 再生骨材H

再生砕石

再 生 骨 材 コ ン ク リ ー ト

道路の路盤材等

強度を要しない
均しコンクリート等

重力式擁壁等の無
筋構造物等

通常のコンクリー
トと同等

※１

※２

出典：（※１）全国産業資源循環連合会提供
（※２）全国生コンクリート工業組合連合会資料

付着モルタル

吸水率

絶乾密度

（多） （少）

（小） （大）

（高） （低）



コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準

〇土木工事において、再生骨材M及びLを利用するうえで参考とすべき事項、具体的な使用
範囲の標準を示した、「コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準」が平成
28年3月にとりまとめられている。

7コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準（平成28年3月31日付け国官技第379号）（抜粋）



再生骨材・再生骨材コンクリートの供給エリア

〇再生骨材を購入してレディーミクストコンクリートを製造する場合は、再生骨材コンクリート
のJIS表示認定製品を製造する工場から選定することを原則としている。

〇 しかし、通常のコンクリートに比べ、再生骨材コンクリートのJIS表示認定製品を製造する
工場は少なく、供給できるエリアは限られている。
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（2023年9月現在）

《通常の生コンクリート工場》
（2024年6月末現在）

全国：3,031工場
（内、JIS工場：2,716工場）

出典：全国生コンクリート工業組合連合会

コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準
（平成28年3月31日付け国官技第379号）（抜粋）

● 再生骨材コンクリートの
製造工場（20社）

《東京都における供給エリア》（2023年1月現在）

コンクリート工場名会社名

Ｈ，Ｍ●りんかい工場宮松エスオーシー株式会社

Ｈ●川崎工場

Ｌ本社工場●宮松城南株式会社

Ｍ●株式会社東京テクノ

Ｌ●三和建業株式会社

Ｈ●株式会社ティーエムスリー

骨材会社名

再生骨材Ｈ成友興業株式会社

篠崎建材株式会社

再生骨材Ｍ豊田商店株式会社

武蔵野土木工業株式会社

再生骨材Ｌ増尾リサイクル株式会社

出典：再生骨材コンクリート普及連絡協議会広報資料（2023.10）より作成



再生骨材コンクリートの種類と用途

〇再生骨材の品質によって、それぞれ適した用途に使用される。
〇再生骨材コンクリートM,Lは、用途に制限があり、現場打ちの再生骨材コンクリートMの適
用箇所は、乾燥収縮による影響を受けにくい部位とされている。
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コンクリート副産物の再生利用に関する用途別品質基準（平成28年3月31日付け国官技第379号）（抜粋）

《参考：適用箇所の例》

重力式擁壁 根固めコンクリート 均しコンクリート 裏込コンクリート
（構造物施工面の不陸を均すためのコンクリート） （背面の吸い出し防止のための充填用コンクリート）

均しコンクリート

（基礎材（RC-40））

基礎材（転圧完了）

均しコンクリート

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（再生骨材コンクリートM） （再生骨材コンクリートM） （再生骨材コンクリートL）（再生骨材コンクリートL）

※写真は参考であり、再生骨材コンクリートを用いた施工事例ではない



再生骨材コンクリートの価格

〇再生骨材コンクリートの価格は、通常のコンクリートに比べ同額以下である。
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出典：再生骨材コンクリート利用工事事例集（東京都）（抜粋）



再生骨材コンクリートを利用した工事事例

《東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 会場整備》

出典：東京都「持続可能性大会後報告書」（2021年12月）より作成

写真
再生骨材コンク
リートの種類

使用量
（㎥）

会場名

①Ｌ157武蔵野の森総合スポーツプラザ

Ｌ1,758有明アリーナ

Ｌ175有明体操競技場

Ｌ450有明テニスの森

Ｌ307大井ホッケー競技場

②Ｈ48,776海の森水上競技場

③Ｌ、Ｈ5,284カヌー・スラロームセンター

④Ｌ978東京アクアティクセンター

① ②

③ ④

《再生骨材Ｍを用いたプレキャスト製品への適用事例》

●：2009年（H21）

▲：2010年（H22）

○：2016年（H28）

〈再生骨材コンクリート製品敷設現場〉

出典：
プレキャストコンクリートへの再生粗骨材
Ｍの有効利用に係わるガイドライン（案）
（令和3年6月）より作成

山形河川国道事務所管内

・施工延長：L=12m
・対象製品：L型側溝

郡山国道事務所管内

・施工延長：L=18m
・対象製品：U型側溝

出典：一般社団法人日本建設業連合会「再生骨材コンクリートの普及促進に向けて
－低炭素・循環型社会の構築への貢献－」より作成

《民間工事での適用事例》

・所在地：横浜市港南区（共同住宅）
・適用部位：場所打ち杭、基礎スラブ他
・打設量：約1,000㎥
・再生骨材コンクリートの種類：Ｍ

・所在地：東京都文京区（事務所）
・適用部位：基礎、基礎梁
・打設量：約120㎥
・再生骨材コンクリートの種類：Ｍ
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再生骨材コンクリートに関連する技術開発

出典：マテリアル戦略有識者会議（第10回）（R6.11.25）資料1-2

〇寒冷地を含め、プレキャストコンクリート製品への再生粗骨材
Ｍの有効利用を促進することを目的に、宮城大学と土木研究
所及び東北地方整備局東北技術事務所で共同研究を実施し、
「プレキャストコンクリートへの再生粗骨材Ｍの有効活用に係
わるガイドライン（案）」をとりまとめ。

〇マテリアル革新力強化戦略において掲げる「サーキュラーエ
コノミーの実現」に向け、資源の再利用に資するコンクリート
（Co）に関する技術開発を実施。

〇技術開発の成果は、我が国の標準規格や性能表示基準にも
反映し、今後の利活用・社会実装を後押し。

出典：土木研究所資料（抜粋） 12



再生骨材の利用拡大に向けた検討内容（案）
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技術的検証等を行ったうえで、再生骨材の利用拡大の検討を実施

＜供給側＞

再生骨材コンクリートの供給エリア拡大策

＜需要側＞

再生骨材コンクリートＭの
用途拡大に向けた乾燥収縮の抑制対策

通常のコンクリートに比べ、再生骨材コンクート
を供給できるエリアは限られている。

再生骨材コンクリートＭは、乾燥収縮量が、通常
のコンクリートよりも大きくなる可能性があるた
め、用途に制限がある。

将来の技術の進展等、建設リサイクルを取り巻く環境変化も踏まえ、基準等の記載事項を整理

【再生骨材コンクリートＭ（１種）の適用箇所の例（現場打ちコンクリート）】
無筋コンクリート部材（重力式擁壁、道路付属物基礎、根固めコンクリート、
その他の無筋コンクリート）

・通常のコンクリート JIS工場：約2,700工場
・再生骨材コンクリート JIS工場：20工場


